学校電子記録媒体破壊処理及び機器等回収業務に係る仕様書

１　対象機器
　別紙　機器明細一覧表(以下「一覧表」という。)」のとおり

２　業務詳細
　下記(１)及び(２)について、別紙様式により、入札書を提出すること。
　なお、(１)の業務については委託契約、(２)の業務については売買契約を締結する。
　(１)　 学校電子記録媒体破壊処理及び機器等回収業務
　＜搬出について＞
　　ア　集積場所から機器を搬出する際は、機器の紛失、盗難及びデータ漏洩等に十分配慮した運搬を行うこと。
　　イ　事前準備として、コード類は取外し、種類ごとに分類しているが、集積場所に取外し漏れ等の機器があった場合は、取外して回収すること。
　＜検品について＞
　　ア　集積場所からの機器搬出後、速やかに受注者が用意する施設(兵庫県又は隣接する２府２県に所在する施設)に搬入し、検品作業を行うこと。
　　イ　検品は市が提供する一覧表にて行い、欠損及び追加等が判明した場合は、その旨を同一覧表に記載して市に提出すること。
　＜データ消去について＞
　　ア　データ消去作業は、機器の搬出後に行い、作業完了まで施錠可能な部屋等で管理、保管すること。
　　イ　搬出後の機器及びデータの管理については受注者の責によるものとする。
　　ウ　データ消去の対象は、電子記録媒体を内蔵する対象機器全てとする。
　　エ　電子記録媒体内蔵機器（パソコン、サーバ、ＵＳＢメモリ等）についてはデータの漏洩防止のため、ウェアレベリングを考慮した「ＳＥＣＵＲＥＥＲＡＳＥ等」により全メモリセルへの上書きを１回以上行い、データ消去を行い、物理破壊によりデータの読み取りを不可能にすること。
　　オ　使用するデータ消去ソフトについては、上記作業が行えるものであれば、種類は問わない。
　　カ　データ消去業務完了後に、本体情報（メーカー・型番、シリアルナンバー）、パソコン管理番号及びＨＤＤ・ＳＳＤ情報（メーカー・シリアルナンバーが鮮明に分かる画像データ）とデータ消去証明書(一覧形式でも可)を提出すること。
＜その他＞
　　ア　機器に貼ってある本市の管理ラベル等については、すべて剥がし、処分すること。

　(２)　 学校情報機器買取
　　ア　一覧表にある機器について、買取金額の入札を行うものとし、買取額の総計金額を明記すること。
　　イ　データ消去及び機器等回収に係る経費については、(１)の業務の入札に含め、(２)の入札においては、買取金額のみを記載すること。

３　契約業者の決定方法
　学校電子記録媒体破壊処理及び機器等回収業務の応札価格が予定価格の範囲内であり、かつ、 学校電子記録媒体破壊処理及び機器等回収(委託)から学校情報機器買取(売買)の応札価格を差し引きして、当市にとって最も有益な入札書を提示した者とする。

４　対象機器の集積場所
	場　所
	住　所
	連絡先
	フロア
	エレベータ

	教育委員会
	龍野町富永1005番地1
	(0791)64-3020
	３階
	有

	龍野小学校
	龍野町上霞城86番地2
	(0791)63-1371
	１階
	－

	小宅小学校
	龍野町日飼105番地
	(0791)63-0279
	１階
	－

	揖西東小学校
	揖西町清水新9番地
	(0791)66-0020
	１階
	－

	揖西西小学校
	揖西町住吉142番地
	(0791)66-0021
	１階
	－

	揖保小学校
	揖保町西構67番地
	(0791)67-8500
	１階
	－

	誉田小学校
	誉田町広山580番地1
	(0791)62-1529
	１階
	－

	神岡小学校
	神岡町上横内51番地
	(0791)65-0010
	１階
	－

	西栗栖小学校
	新宮町鍛冶屋252番地
	(0791)78-0344
	１階
	－

	東栗栖小学校
	新宮町能地284番地
	(0791)75-0104
	１階
	－

	香島小学校
	新宮町香山1160番地
	(0791)77-0009
	１階
	－

	新宮小学校
	新宮町新宮437番地
	(0791)75-0056
	１階
	—

	越部小学校
	新宮町中野庄197番地
	(0791)75-2303
	１階
	－

	半田小学校
	揖保川町新在家166番地2
	(0791)72-2281
	１階
	－

	神部小学校
	揖保川町黍田434番地
	(0791)72-3020
	１階
	－

	河内小学校
	揖保川町金剛山604番地
	(0791)72-2129
	１階
	－

	御津小学校
	御津町釜屋206番地
	(079)322-0020
	１階
	－

	龍野東中学校
	龍野町日飼100番地
	(0791)62-1117
	１階
	－

	龍野西中学校
	揖西町小神30番地
	(0791)62-3681
	１階
	－

	新宮中学校
	新宮町宮内426番地
	(0791)75-0079
	１階
	－

	揖保川中学校
	揖保川町正條471番地
	(0791)72-2673
	１階
	－

	御津中学校
	御津町朝臣414番地
	(079)322-0550
	１階
	－



５　回収日及び集積場所の決定
　回収日は、契約締結後に学校と協議の上、決定すること。回収日時については、教育委員会に報告すること。なお、回収時間は平日の業務時間（午前８時３０分から午後５時１５分）内とする。
　集積場所は職員室を想定しているが、各学校の希望を確認し対応すること。

６　履行期間
　契約締結日から令和８年１月３０日（金）まで

７　その他
　契約書・仕様書に定めのない疑義が生じた場合、本市と受注者で協議の上、定めるものとする。
